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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年４月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

                         

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年５月３０日 ０５時３０分ごろ 

発生場所 石川県珠洲
す ず

市金剛
こんごう

埼付近 

珠洲市所在の禄剛
ろっこう

埼灯台から真方位１３１°１.２海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３７°３０.９′ 東経１３７°２０.７′） 

事故調査の経過  平成２４年６月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 漁
りょう

宝
ほう

丸、９.１５トン 

 ＩＫ２－３８９７（漁船登録番号）、個人所有 

１３.０２ｍ（Lr）×２.９６ｍ×１.０４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２０５.９０kＷ、昭和５４年４月  

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 免許登録 日 昭和５０年１月３１日 

 免許証交付日 平成２１年９月１７日 

        （平成２７年３月１日まで有効） 

 死傷者等 重傷 １人（船長） 

 損傷 船首部を大破、船尾船底部のシューピースなどに損傷 

 事故の経過 本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、平成２４年５月２９日１

４時００分ごろ珠洲市狼煙
の ろ し

漁港を出港し、１７時００分ごろ禄剛埼北

西方２５Ｍ付近の漁場に到着していか一本釣り漁の操業を行い、３０

日０２時３０分ごろ操業を終えて同漁場から狼煙漁港に向けて帰途に

ついた。 

船長は、操舵装置の後方で台に腰を掛けて操船に当たり、レーダー

及びＧＰＳプロッターを作動させ、禄剛埼の東方に向ける約１５５°

（真方位）の針路として約８ノットの対地速力で自動操舵により航行

し、禄剛埼北西方１０Ｍ付近にある嫁礁
よめぐり

灯標の東方２Ｍ付近を通過し

た。 

船長は、１Ｍレンジとしたレーダーにより禄剛埼までの距離が約１

Ｍであり、禄剛埼の南側に隣接する狼煙漁港にもう少しで入港できる

ことを確認して気持ちが緩み、台に腰を掛けて船橋当直を行っていた
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ところ、居眠りに陥った。 

本船は、禄剛埼東方沖及び狼煙漁港の港口沖を通過したのち、金剛

埼付近に向けて南東進し、金剛埼の東端付近の岩場に乗り揚げた。 

船長は、乗揚の衝撃で胸部が舵輪に当たって目が覚め、０５時３０

分ごろであることを確認し、甲板員が海上保安庁に通報して救助を要

請した。 

船長及び甲板員は、地元漁船に移乗して狼煙漁港に帰港し、船長が、

救急車で病院に搬送され、外傷性血気胸及び多発肋骨骨折と診断され

た。 

本船は、地元漁船にえい
．．

航されて狼煙漁港へ帰港した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の中央期、潮高 約１６cm（寺家） 

日出時刻：０４時３０分ごろ 

 その他の事項 

 

船長は、長年、いか一本釣り漁業に従事しており、平成２４年５月

１日から狼煙漁港を基地として操業し、荒天日、毎週金曜日などに休

漁するほかはほぼ毎日出漁していた。 

本船は、ふだんは１４時００分ごろ狼煙漁港を出港し、禄剛埼北西

方２５Ｍ付近の漁場に夕方到着して夜間操業を行い、翌日０２時００

分ごろ操業を終え、０８時００分ごろまでに魚市場に水揚げができる

ように同漁港へ帰港する操業形態を採っていた。 

船長は、水揚げ後に氷を積み込んで出漁準備を行ったのち、約３～

４時間の睡眠をとって出港しており、出港後は航行中及び操業中に睡

眠をとることができないため、本事故前には、３日間連続して出漁し

たので、睡眠不足と疲労が蓄積した状態となっていた。 

船長は、航行中に眠気を催したときには、操舵室の外に出るなどし

て眠気を払拭するようにしていた。 

本船の喫水は、船首約０.３０ｍ及び船尾約１.４５ｍであった。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、禄剛埼北西方の漁場から狼煙漁港に向けて自動操舵により

南東進中、単独で船橋当直中の船長が、操舵室で台に腰を掛けていた

ところ、居眠りに陥ったことから、金剛埼付近に向けて航行し、金剛

埼の東端付近の岩場に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、１日に約３～４時間の睡眠しかとっておらず、出港後は航

行中及び操業中に睡眠をとることができなかったことから、３日間の

連続した操業で睡眠不足と疲労が蓄積した状態となっていたものと考

えられる。 
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原因  本事故は、本船が、禄剛埼北西方の漁場から狼煙漁港に向けて自動

操舵により南東進中、単独で船橋当直中の船長が、睡眠不足と疲労が

蓄積した状態で台に腰を掛けていたところ、居眠りに陥ったため、金

剛埼付近に向けて航行し、金剛埼の東端付近の岩場に乗り揚げたこと

により発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・睡眠不足と疲労が蓄積した状態で船橋当直を行う場合は、時々、

椅子から離れるなどして居眠りに陥らないようにすること。 

 

 




